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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
府
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
会
計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し

た
事
業
年
度
又
は
連
結
会
計
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当

該
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
の
う
ち
同
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す

る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 


